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は じ め に 

 

 

佐世保市では、平成２５（2013）年度に、令和５（2023）年度までの「佐世

保市歯・口腔の健康づくり推進計画」を策定し、基本理念である「おいしい食事

と楽しい会話で生涯つづく“健
けん

口
こう

生活“」を目指し、歯科保健の推進に努めて参

りました。その結果、子どものむし歯の減少や高齢者における歯の本数の増加な

ど口腔内状況も改善してきました。 

  

 この間、社会情勢も大きく変化していき、人々の健康意識も高まり、人生 100

年時代に本格的に突入していこうとしています。特に、歯と口腔の健康は、フレ

イル（虚弱）の前兆を示すプレフレイルとして、オーラルフレイル（口の機能が

衰えること）の重要性が高まっています。このオーラルフレイルとは、お口の機

能低下から要介護状態社会生活の質の向上に寄与することや、全身の健康と密

接に関わっていることから、歯科疾患の予防等は市民が元気に暮らしていくた

めにとても重要なことと言えます。 

 このことから、市民自らが歯・口腔の健康づくり及び全身の健康のために継続

実施を図っていただき、自らの健康延伸に繋げられるような、次期計画の第 2次

「佐世保市歯・口腔の健康づくり推進計画」となることを祈念いたしますと共に、 

また、この計画策定にあたり御尽力頂きました本市歯・口腔の健康づくり推進協

議会および計画策定専門部会の皆様はじめ、専門的立場からご助言・ご協力いた

だきました関係者の方々へ心から感謝申し上げます。 

  

  

 

令和６(2024)年３月 

 佐世保市長 宮島 大典 
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１章 計画の概要 

１ 計画の趣旨 

本市では、「佐世保市歯・口腔の健康づくり推進条例」（平成 24（2012）年

度）第７条の規定に基づく、「佐世保市歯・口腔の健康づくり推進計画」（計画期

間：平成 25（2013）年度～令和５（2023）年度）を策定しました。この推進

計画では、「おいしい食事と楽しい会話で、生涯つづく“健
けん

口
こう

生活”」を基本理念

として掲げ、市民が自らむし歯、歯周病などの歯科疾患の予防に取り組むととも

に、家庭、地域、学校、職場、医療機関、行政などが一体となって支援し、歯科

疾患の有病率の低下を図り、健康増進に寄与することを目的として取組を行っ

てきました。取組を通じて、歯科疾患の予防は改善されてきていますが、まだま

だ、市民一人ひとりの口腔に対する意識の向上が重要であり、歯・口腔の健康が

健全な食生活の実現や社会生活等の質の向上に密接に関係することから、健康

寿命の延伸や健康格差の縮小の観点からも歯科疾患の予防等による口腔の健康

の保持が不可欠です。 

また、今後、少子化・高齢化による人口の減少、独居世帯の増加、デジタルト

ランスフォーメーション（ＤＸ）の加速といった社会環境の変化が進む中で、歯

科口腔保健の推進においてもこのような変化に着実に対応していくことが求め

られます。 

これらのことを踏まえ、第２次「佐世保市歯・口腔の健康づくり推進計画」で

は、誰もが健康で質の高い生活を営む基盤となる生涯を通じた歯科口腔保健を

実現することを目的に、引き続き、関係者との相互連携を図り、市民の生涯にわ

たるお口の健康づくりを総合的かつ計画的に推進することを目的に策定するも

のです。 
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２ 計画の基本理念 

「おいしい食事と楽しい会話で、 

生涯つづく“健(けん)口(こう)生活”」  

歯・口腔の健康づくりは、心豊かで幸せな生活を送るために欠かせない要素で

す。歯・口腔の健康づくりによって、市民が食事や会話といった口腔の機能を最

大限に発揮し、豊かで幸せな生活につながることを目指します。本市のまちづく

りは、常にひと（市民）が中心です。 

本計画では、基本理念を『おいしい食事と楽しい会話で、生涯つづく“健
けん

口
こう

生

活”』とし、市民の歯・口腔の健康づくりを社会全体で支えていくこととします。 

３ 計画の基本的な方向 

『おいしい食事と楽しい会話で、生涯つづく“健
けん

口
こう

生活”』の実現のため、健

康寿命（日常生活動作が自立している期間の平均）の延伸・健康格差（地域や社

会経済状況の違いによる集団間の健康状態の差）の縮小を目指して、家庭、行政、

乳幼児施設、学校教育関係、医療機関、障がい者（児）・高齢者施設関係者、医

療関係者などを含めた社会全体において歯科口腔保健の推進の取組を支援して

いきます。その他に、歯科専門職（歯科医師、歯科衛生士及び歯科技工士）は、

医療専門職（医師、保健師、助産師、看護師、准看護士、薬剤師、言語聴覚士、

管理栄養士、栄養士等）や福祉関係者（社会福祉士、介護福祉士等）などの歯科

口腔保健に関係する者と相互に連携して、歯科口腔保健の推進に関する取組を

実施していきます。 

また、「佐世保市歯・口腔の健康づくり推進計画」の最終評価でも課題として

挙げられた若年層からの取組の重要性を踏まえて、第２次「佐世保市歯・口腔の

健康づくり推進計画」では学齢期及び成人期の働き盛り世代に重点を置き、歯科

口腔保健の推進を実施していきます。現在の歯・口腔の健康状態は、これまでの

自らの生活習慣や社会環境等の影響を受ける可能性や次世代の健康にも影響を

及ぼす可能性があります。こうしたことを踏まえ、ライフコースアプローチ（胎

児期から高齢期に至るまでの人の生涯を経時的に捉えた健康づくり）に基づく、

歯・口腔の健康づくりの推進に取り組みます。取組を進めるにあたっては、関連

する計画等とも連携しつつ行います。 
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４ 計画の位置づけ 

本計画は「佐世保市歯・口腔の健康づくり推進条例」（平成 24（2012）年４

月１日施行）第７条の規定に基づく歯科保健推進計画です。 

本市の健康づくりの総合的な計画である「第３次 けんこうシップさせぼ２１」

や佐世保市食育推進計画など、関係する各種計画と調和するよう整合を図り策

定しています。 

図表１ 計画の位置づけ 
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５ 計画の期間 

「歯科口腔保健の推進に関する基本的事項」（令和５年７月●日厚生労働省告

示第●号）」に基づく「歯科口腔保健の推進に関する基本的事項（第２次）」（以

下、基本的事項（第２次）という。）の計画期間は、健康増進法（平成 14（2002）

年法律第 103号）に規定する国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基

本的な方針等の他の方針・計画等（健康日本２１（第三次）、医療計画、医療費

適正化計画、介護保険事業（支援）計画等）と調和のとれたものとし、令和６

(2024)年度から令和 17(2035)年度までの 12年間となっています。 

本計画も国の基本的事項（第２次）の計画期間と合わせ、令和６(2024)年度

から令和 17(2035)年度までの 12年間とします。 

 

図表２ 計画期間 
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２章 目標の設定と評価 

１ 目標の設定 

(１) 目標項目設定の基本的な考え方 

第２次「佐世保市歯・口腔の健康づくり推進計画」は、歯科口腔保健の関係

者が共通の認識として持つ科学的根拠に基づいた、実態把握が可能であり、か

つ、具体的な目標及び計画を設定することを原則とします。 

また、国が示す基本的事項（第２次）が見直された時、及び本市の関係する

他計画改定の際には、調和を図り目標項目や目標値を更新・設定するものとし

ます。 

 (２) 目標値設定の基本的な考え方 

目標は、計画期間における諸活動の達成状況の評価を目的として設定するの

で、評価を行う時点で実際に到達したかどうか確認できるものが望ましいこと

から、具体的な目標値については、計画開始後の概ね９年間（令和 14（2032）

年度まで）を目途として設定します。他計画等で目標年度が別途定められている

場合を除き、令和 14（2032）年度を目標年度としますが、令和 14（2032）

年度以降も令和 17（2035）年度までの計画期間中は、取組を引き続き推進し

ます。 
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(３) 基本的な方向 

１） 歯・口腔の健康に関する健康格差の縮小 

地域格差や経済格差による歯・口腔に関する健康保持・増進の健康格差の縮小

を目指し、その状況の把握に努めるとともに状況に応じた効果的な歯科口腔保

健施策に取り組んでいくことが重要です。 

２） 歯科疾患の予防 

むし歯や歯周病等の歯科疾患がない社会を目指して、広く市民に歯科疾患の

成り立ち及び予防方法について普及啓発を行うとともに、歯・口腔の健康を増進

する一次予防に重点を置いた対策を総合的に推進します。また、歯科疾患の発

症・重症化リスクが高い集団に対する歯・口腔の健康に関連する生活習慣の改善

や歯の喪失の防止等ができるようにする取組を組み合わせることにより、効果

的な歯科疾患の予防・重症化予防を実現します。 

３） 生活の質の向上に向けた口腔機能の維持・向上 

食べる喜び、話す楽しみ等の QOL（生活の質）の向上等のために、口腔機能

の獲得・維持・向上を図るには、各ライフステージにおいて適切な取組が重要で

す。特に乳幼児期から学齢期にかけては良好な口腔・顎・顔面の成長発育及び適

切な口腔機能の獲得を図る必要があります。成人期から高齢期においては、口腔

機能の維持を図るとともに、口腔機能が低下した際には回復及び向上を図って

いくことが重要です。 

４） 定期的に歯科健診又は歯科医療を受けることが困難な者に対する歯科口腔保健 

 定期的に歯科健診又は歯科医療を受けることが困難な障がい者（児）、要介護

高齢者等に対しては、その状況に応じて、歯科疾患の予防や口腔機能の獲得・

維持・向上等による歯科口腔保健の推進を引き続き図っていく必要がありま

す。 

５） 歯科口腔保健を推進するために必要な社会環境の整備 

 歯科口腔保健施策のための適切な PDCAサイクルに沿った取組の実施等によ

り、効果的な歯科口腔保健施策を推進します。また、歯科疾患等の早期発見等

を行うために、定期的な歯科健診の機会の拡充等の歯科健診の実施に係る体

制整備に取り組みます。 
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２ 目標の評価 

目標の評価については、実質的な改善効果を中間段階で確認できるよう、計画

開始後６年（令和 12（2030）年度）を目途に全ての目標について中間評価を

行うとともに、計画開始後 10年（令和 16（2034）年度）を目途に最終評価を

行うことにより取組の成果を適切に評価し、その後の健康増進の取組に反映す

ることとします。中間評価、及び最終評価の際に用いるベースライン値（比較値）

については、令和６（2024）年度までの最新値とします。 

各目標項目について、比較値と評価時点での直近値を比較し、分析上の課題や

関連する調査・研究のデータ動向も踏まえ、目標に対する数値の動きについて、

分析・評価を行います。 

 目標項目の評価は、下図のとおり、A,B,C,D（中間評価では a,b,c,d）の４段

階で評価します。評価困難な目標項目は E（中間評価では e）とします。 
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３ 目標（指標）と目標値 

【基本的な方向の各目標】 

１） 歯・口腔の健康に関する健康格差の縮小 

◎歯・口腔の健康に関する健康格差の縮小  

歯・口腔に関する健康格差の縮小は、歯・口腔に関する生活習慣改善や社会環境の整備

によって実現されるべき最終的な目標です。これまでの集団を対象とした働きかけ（※１）を

主体に取り組みながら、むし歯や歯周病等のハイリスク者への働きかけ（※２）を組み合わせ

て、適切かつ効果的に歯・口腔の健康リスクを下げるための歯科口腔保健施策を行い、歯・

口腔の健康格差の縮小を目指します。 

健康リスクに取り組む考え方：（※１）ポピュレーションアプローチ、（※２）ハイリスクアプローチ 

目標 指標 目標値 目標年度 データソース 

歯・口腔に関する

健康格差の縮小 

３歳児で４本以上のむし歯のない者

の割合 

 R14 (2032) ３歳児健康診査 

12 歳児でむし歯のない者の割合が

90％以上 

   学校歯科健診 

40歳以上における自分の歯が 19本以

下の者の割合 

   要検討 

 

２） 歯科疾患の予防 

◎むし歯や歯周病の予防による健全な歯・口腔の保持の達成  

むし歯や歯周病等の歯科疾患は、歯の喪失の主な原因であるとともに、適切な口腔機能

にも関係することであるため、生涯を通じた歯科疾患の予防・重症化予防への取り組みが

大切になります。「佐世保市歯・口腔の健康づくり推進計画」の最終評価では、策定時と大

きな変化は見られませんでした。それぞれのライフステージごとの特性とライフコースア

プローチを踏まえた歯科口腔保健施策を推進することとし、発症予防に重点的に取り組み

ます。 

目標 指標 目標値 目標年度 データソース 

未処置のむし歯を

有する者の減少 

20 歳以上における未処置歯を有する

者の割合 

 R14 (2032) 要検討 

根面むし歯を有す

る者の減少 

60 歳以上における未処置歯の根面む

し歯を有する者の割合 

 R14 (2032) 要検討 
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３） 生活の質の向上に向けた口腔機能の維持・向上 

◎口腔機能の獲得・維持・向上 

口腔機能は、加齢による生理的変化、基礎疾患等の要因だけでなく、歯列・咬合・顎骨

の形態や、むし歯・歯周病・歯の喪失等の歯・口腔に関する要因も影響することを踏まえ

つつ、口腔機能の獲得・維持・向上に取り組みます。「佐世保市歯・口腔の健康づくり推進

計画」では「60 歳代で咀嚼に支障のない者の割合の増加」を指標として挙げていました。

中間評価では策定時の値が取れなかったため評価困難でしたが、最終評価では、改善傾向

が見られました。また、「３歳児での不正咬合などが認められる者の減少」も挙げていまし

たが、この時期の不正咬合については経過観察となることが多く、口腔機能の適切な獲得・

向上のための効果的な介入の時期について検討の必要性が指摘されました。このため、乳

幼児期や学齢期については指標を設定しませんが、知識の普及啓発等にあわせて悪習癖の

除去や食育等に係る歯科保健指導等に取り組みます。 

 

 

 

 

 

目標 指標 目標値 目標年度 データソース 

歯肉に炎症所見を

有する者の減少 

中学生・高校生における歯肉に炎症所

見を有する者の割合 

 R14 (2032) 中学生：学校歯科健診 

高校生：県学校保健統

計調査 

20歳代から 30歳代における歯肉に炎

症所見を有する者の割合 

 R14 (2032) 要検討 

歯周病を有する者

の減少 

40 歳以上における歯周炎を有する者

の割合 

 R14 (2032) 要検討 

より多くの自分の

歯を有する高齢者

の増加 

80歳で 20本以上の自分の歯を有する

者の割合 

 R14 (2032) （長崎県後期高齢者

広域連合「お口いきい

き」健康支援事業） 

目標 指標 目標値 目標年度 データソース 

よく噛んで食べる

ことができる者の

増加 

50 歳以上における咀嚼良好者の割合 

 R14 (2032) 特定健診問診項目「何

でもかんで食べるこ

とができる」 
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４） 定期的に歯科健診または歯科医療を受けることが困難な者に対する歯科口腔保健 

◎定期的に歯科健診または歯科医療を受けることが困難な者に対する 

歯科口腔保健の推進 

重度な障がい者（児）、については、むし歯等が進行すると歯科治療がより困難になるた

め、歯科疾患の一次予防や重症化予防が重要であり、歯科健診や歯科保健指導等の実施等

の歯科口腔保健の推進が必要です。「佐世保市歯・口腔の健康づくり推進計画」では、「障

がい者（児）でかかりつけ歯科医を持つ者の割合の増加」「介護施設等の入所施設での定期

的な歯科検診実施率の増加」などを指標に挙げていました。最終評価時には、「障がい者で

かかりつけ歯科医の増加」以外は策定時と変わらない状況でした。施設における定期的な

歯科健診については、新型コロナウイルス感染症の影響も考えられる中、介護施設におい

ては策定時、中間評価時よりも若干改善が見られました。また、施設職員の口腔に関する

意識の向上や歯科治療が必要な場合は、ほとんどの施設において、歯科医療に繋げられて

いましたが、歯科健診実施率の増加は策定時と変わらない状況でした。今後、新たに口腔

ケアに関する意識やセルフケアが難しい状況にある在宅障がい者（児）や周りから孤立化

しやすい状況にある在宅高齢者等の歯科受診状況を評価し、歯科口腔保健の推進を図るた

め、定期的な歯科健診又は歯科医療に関する実態把握、実態に即した効果的な対策の実施、

歯科疾患等に関する知識の普及に取り組みます。 

 

 

 

 

 

目標 指標 目標値 目標年度 データソース 

障がい者（児）の歯

科口腔保健の推進 

障がい者（児）支援施設（施設入所支

援）での過去１年間の歯科健診実施率  

 R14 (2032) 市内対象施設へのア

ンケート調査 

居宅系サービスを利用している障が

い者（児）の過去１年間の歯科健診受

診率・歯科受診率 

 R14 (2032) 勘案事項整理表（居宅

サービス書式）より 

要介護高齢者の歯

科口腔保健の推進 

介護老人福祉施設、介護医療院及び介

護老人保健施設での過去１年間の歯

科健診実施率 

 R14 (2032) 
市内対象施設へのア

ンケート調査 

75 歳以上の独居

高齢者の歯科口腔

保健の推進 

75 歳以上の独居高齢者の過去１年間

の歯科健診・歯科受診者数 

   75 歳以上の独居高齢者

訪問時に聞き取りなど

で把握 
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５） 歯科口腔保健を推進するために必要な社会環境の整備 

◎歯科健診受診者の増加とむし歯予防の推進体制の整備 

歯科疾患の早期発見・重症化予防等は、歯・口腔の健康を保持する観点等から、生涯を

通じて歯科健診を受診することが重要となります。「佐世保市歯・口腔の健康づくり推進計

画」では、本市の重点施策として「成人の歯科健診受診の促進」と「子どものフッ化物洗

口の推進」の２つを目標に取り組んできました。その結果、どちらも最終目標値には達し

ていませんが、改善傾向が見られました。継続的な歯科健診の受診状況を評価する観点と

健康格差を縮小するために、フッ化物洗口はエビデンスレベルが高く集団全体のむし歯予

防の効果が期待できるとして、引き続き、指標として設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目標 指標 目標値 目標年度 データソース 

歯科健診の受診者

の増加 

過去１年間に歯科健診を受診した者

の割合 

 R14 (2032) 佐世保市民の健康に

関する調査 

むし歯予防の推進

体制の整備 

乳幼児施設、小中学校におけるフッ化

物洗口実施施設 

 R14 (2032) 乳幼児施設、市立小中

学校における実施施

設 
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３章 施策の展開 

１ 多様な主体との連携及び協力 

歯科口腔保健の推進には、行政だけでなく、歯科専門職、医療専門職、福祉関係者、学

校保健担当者、企業、民間団体等の歯科口腔保健を担う全ての者が情報を共有して意思疎

通を図りつつ、連携・協力する体制の確保・整備に努める必要があります。 

特に、「佐世保市歯・口腔の健康づくり推進計画」の最終評価では、20 歳代や 40 歳代

の働き盛り世代において、むし歯や歯周病の評価が「変わらない」もしくは「悪化してい

る」という課題が見られました。このことから、学齢期の早い時期からの取組や職域保健

と地域保健との連携による協力体制づくりなどを早急に行うことが必要です。その他に、

高齢者や障がい者（児）等の定期的に口腔保健サービスを受けることが困難な者に対して、

個人の健康づくりを支える環境整備に取り組んでいく必要があります。 

 

２ 大規模災害時の歯科口腔保健に関する事項 

災害発生時には、避難生活において口腔内の清掃不良等により誤嚥性肺炎発症等の二次

的な健康被害を予防することが重要であることから、日頃から市民や歯科口腔保健を担う

者に対して、災害時における歯科口腔保健の重要性について普及啓発活動に努める必要が

あります。 

また、歯科医療関係者は、「佐世保市地域防災計画」の歯科口腔保健等に関する活動指針

に基づき、大規模災害時に対応していくよう努める必要があります。 

 佐世保市では、佐世保市歯科医師会と「災害時等の歯科医療救護活動に関する協定書」

を結んでいます。 

３ 具体的方策の策定 

「佐世保市歯・口腔の健康づくり推進計画」では、実施計画を策定し、３年ごとのロー

リングで、毎年見直しを行いながら取組を進めましたが、実施した事業の目標（指標）に

対する効果の評価が十分に検証できていませんでした。今後、ＰＤＣＡサイクルを推進し

ながら、科学的根拠に基づく具体的な方策について実施計画に定め、適切に評価、改善し

ていくことができるよう取り組んでいきます。
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図表３ 取組概念図 
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・「佐世保市歯・口腔の健康づくり推進計画」最終評価（概要） 

・「佐世保市歯・口腔の健康づくり推進条例」 

・【国】「歯科口腔保健の推進に関する法律」 

・【国】「歯科口腔保健の推進に関する基本的事項（第２次）」 

・【県】「長崎県歯・口腔の健康づくり条例」 

・「第２次 佐世保市歯・口腔の健康づくり推進計画（指標一覧） 



 

18 

 

「佐世保市歯・口腔の健康づくり推進計画」最終評価（概要） 

 「佐世保市歯・口腔の健康づくり推進計画」の最終評価について 

平成 25（2013）年度より開始した、「佐世保市歯・口腔の健康づくり推進計画」では、

合計 19 項目の具体的指標を設定し、国の「歯科口腔保健の推進に関する基本的事項」や

「第２次けんこうシップさせぼ２１」との整合性を取りながら、平成 25年（2013）４月

から 10年間の推進計画を開始した。その後、策定５年経過後の平成 29年度（2017）に

中間評価を行い、中間評価報告書を取りまとめた。第１次「佐世保市歯・口腔の健康づく

り推進計画」の計画期間は当初、策定から 10 年間としていたが、新型コロナウイルス感

染症を含む社会的状況や国の計画の最終評価の進捗状況により 1 年延長となった。「歯科

口腔保健の推進に関する基本的事項」や「第２次けんこうシップさせぼ２１」等の他の計

画期間と合わせるため、本市推進計画も１年延長して令和５年度（2023）までとした。 

これを踏まえ、令和４（2022）年より「最終評価及び計画策定部会（子ども期・成人期）」

において最終評価の検討を開始し、令和５（2023）年３月に取りまとめた。「最終評価及

び計画策定部会（子ども期・成人期）」で出された課題の多くは乳幼児期や学齢期などの若

年層からの取組の重要性であった。 

 また、市民一人ひとりの歯科口腔保健に対する意識向上に対する普及啓発も継続して実

施していくことも必要である。 
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 最終評価の結果 

最終評価では、各指標について、データ分析等を踏まえ、以下の４段階で評価を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

図１ 最終評価の評価区分 

※B～Dにおいてベースラインと比較する際には、直近値とベースラインの 

値を 5％の有意水準でカイ二乗検定を行い、直近値がベースラインよりも 

改善しているか、変わらないか、または、悪化しているかを判断する。 

 

全 19項目について、その達成状況を、表１、表２にまとめた。 

表１ 「佐世保市歯・口腔の健康づくり推進計画」具体的指標の最終評価状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a  目標達成 直近値が目標値よりも高値 

b  目標値に達していないが改善傾向にある 

 B: 目標年度に A となりそうなもの 

 B*: 目標達成が危ぶまれる 

ｃ 策定時と変わらない 

ｄ  策定時より悪化している 

直近値と 

目標値を比較 
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表２ 「佐世保市歯・口腔の健康づくり推進計画」具体的指標の最終評価結果一覧 
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○佐世保市歯・口腔の健康づくり推進条例 

平成２４年３月２３日条例第１６号 

佐世保市歯・口腔の健康づくり推進条例 

（目的） 

第１条 この条例は、歯科口腔
くう

保健の推進に関する法律（平成２３年法律第９５号）及び長崎県歯・口

腔の健康づくり推進条例（平成２１年長崎県条例第７３号）の趣旨に基づき、市の歯・口腔の健康づ

くりに関する基本理念を定め、市の責務及び歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士、教育関係者、保健

医療関係者、福祉関係者、市民等の役割を明らかにし、並びに歯・口腔の健康づくりに関する基本的

な計画の策定について定めること等により、市民の生涯にわたる歯・口腔の健康づくりに関する施策

を継続的かつ効果的に推進し、及び市民の歯科疾患の有病率の低下を図り、もって市民の健康増進に

寄与することを目的とする。 

（基本理念） 

第２条 歯・口腔の健康づくりは、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。 

（１） すべての市民が生涯にわたり、自らむし歯、歯周病等の歯科疾患の予防に取り組むこと。 

（２） 適切な時期に必要な歯科検診、歯科保健指導、歯科相談、口腔ケア等の口腔保健サービス及び

医療を受けることができる環境が整備されること。 

（市の責務） 

第３条 市は、前条に規定する基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、歯・口腔の健康づ

くりに関する法令に基づき、国及び長崎県と連携協力して歯・口腔の健康づくりに関する総合的な施

策を策定し、及び継続的かつ効果的に実施する責務を有する。 

（歯科医師等の役割） 

第４条 歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士その他の歯科保健医療又は保健指導に係る業務に携わる者

（以下「歯科医師等」という。）は、基本理念にのっとり、市が実施する施策に協力し、教育関係

者、保健医療関係者、福祉関係者等との連携を図り、並びに良質かつ適切な口腔保健サービス及び医

療を提供するよう努めるものとする。 

（教育関係者、保健医療関係者、福祉関係者等の役割） 

第５条 教育関係者、保健医療関係者、福祉関係者等（以下「教育関係者等」という。）は、基本理念

にのっとり、市民の歯・口腔の健康づくりの推進並びに他の者が行う歯・口腔の健康づくりに関する

活動との連携及び協力を図るよう努めるものとする。 

（市民の役割） 

第６条 市民は、歯・口腔の健康づくりに関する知識及び理解を深めるよう努めるものとする。 

２ 市民は、市が実施する歯・口腔の健康づくりに関する施策に積極的に参加し、かかりつけ歯科医を

持ち、その支援を受けること等により、自ら歯・口腔の健康づくりに取り組むよう努めるものとす

る。 
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（佐世保市歯・口腔の健康づくり推進計画） 

第７条 市は、市民の生涯にわたる歯・口腔の健康づくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進する

ため、歯・口腔の健康づくりに関する基本的な計画として佐世保市歯・口腔の健康づくり推進計画

（以下「推進計画」という。）を定めるものとする。 

２ 推進計画は、次に掲げる事項を定めるものとする。 

（１） 歯・口腔の健康づくりに関する基本方針 

（２） 歯・口腔の健康づくりに関する目標 

（３） 歯・口腔の健康づくりに関する施策の方向性 

（４） 前３号に掲げるもののほか、歯・口腔の健康づくりを総合的かつ計画的に推進するために必要

な事項 

３ 市は、推進計画を定めようとするときは、あらかじめ第１２条で定める佐世保市歯・口腔の健康づ

くり推進協議会の意見を聴かなければならない。 

４ 推進計画の策定に当たっては、市が策定する保健、医療及び福祉に関する計画との調和及び連携に

配慮するものとする。 

５ 市は、推進計画を定めたときは、速やかに、これを市民に公表しなければならない。 

６ 推進計画は、歯・口腔の健康づくりに関する施策の進捗状況等を踏まえ、必要に応じて見直すもの

とする。 

７ 市は、推進計画に定める事項の具体的な事業に関する実施計画を作成するものとする。 

（基本的施策の実施） 

第８条 市長及び教育委員会は、歯科医師等及び教育関係者等との連携を図り、並びにその協力を得

て、生涯にわたる市民の歯・口腔の健康づくりを推進するための基本的施策として、次に掲げる事項

を実施するものとする。 

（１） 市民の歯・口腔の健康づくりの推進に資する情報の収集及び提供並びに関係者との連携体制の

構築に関すること。 

（２） フッ化物洗口等のフッ化物を用いた効果的なむし歯の予防対策の推進に関すること。 

（３） 市民が定期的に口腔保健サービスを受けることを促進するための勧奨その他の必要な施策の推

進に関すること。 

（４） 障害を有する者、介護を必要とする者等であって定期的に口腔保健サービスを受けることが困

難なものが、適切に口腔保健サービスを受けることができるようにするための必要な施策の推進に関

すること。 

（５） 歯・口腔の健康づくりに携わる者の資質の向上に関すること。 

（６） 歯・口腔の健康づくりの効果的な実施に資する調査研究の推進に関すること。 

（７） 前各号に掲げるもののほか、歯・口腔の健康づくりを推進するために必要な施策の推進に関す

ること。 
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（歯・口腔の健康づくり普及月間） 

第９条 市は、毎年６月を歯・口腔の健康づくり普及月間とし、市民に広く歯・口腔の健康づくりの重

要性を普及するための事業を実施するものとする。 

（市民の歯科検診の結果等の公表及び実態の把握） 

第１０条 市は、妊産婦期及び乳幼児期からの市民の歯・口腔の健康づくりを効果的に推進するため、

市民の歯科検診の結果等を毎年度公表するとともに、それを活用し、市民の歯・口腔の健康づくりに

関する実態の把握に努めるものとする。 

（財政上の措置） 

第１１条 市は、歯・口腔の健康づくりに関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよ

う努めるものとする。 

（佐世保市歯・口腔の健康づくり推進協議会の設置） 

第１２条 市は、歯・口腔の健康づくりを推進するため、佐世保市歯・口腔の健康づくり推進協議会

（以下「協議会」という。）を置く。 

（所掌事務） 

第１３条 協議会は、次に掲げる事項について調査審議する。 

（１） 推進計画に関すること。 

（２） 前号に掲げるもののほか、歯・口腔の健康づくりに関する施策の推進に関すること。 

（委員） 

第１４条 協議会は、委員２０人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は

任命する。 

（１） 関係団体の代表者 

（２） 学識経験を有する者 

（３） その他市長が必要と認める者 

（委員の任期） 

第１５条 委員の任期は、２年とする。ただし、前条第１号の委員については、任期中であってもその

本来の職を離れたときは、委員の職を失うものとする。 

２ 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

３ 委員は、再任されることができる。 

（会長及び副会長） 

第１６条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。 

２ 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理す

る。 

（会議） 

第１７条 協議会の会議は、必要に応じて会長が招集する。 

２ 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。 
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３ 協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところに

よる。 

（会議の公開） 

第１７条の２ 協議会の会議は、公開とする。ただし、協議会において必要があると認めた場合は、非

公開とすることができる。 

（関係者の出席） 

第１８条 協議会は、必要に応じ委員以外の者に、会議への出席を求め、その意見若しくは説明を聴

き、又は資料の提出を求めることができる。 

（部会） 

第１９条 会長は、専門の事項を調査審議するため、協議会に部会を置くことができる。 

２ 部会の委員は、会長が指名する者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。 

３ 第１６条から前条までの規定は、部会の運営について準用する。この場合において、第１６条中

「協議会」とあるのは「部会」と、「会長」とあるのは「部会長」と、「副会長」とあるのは「副部

会長」と、第１７条中「協議会」とあるのは「部会」と、「会長」とあるのは「部会長」と、第１７

条の２及び前条中「協議会」とあるのは「部会」と読み替えるものとする。 

（庶務） 

第２０条 協議会の庶務は、保健福祉部において処理する。 

（委任） 

第２１条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２４年４月１日から施行する。ただし、第７条第３項及び第１２条から第２０条

までの規定は、規則で定める日から施行する。（平成２４年規則第３２号で平成２４年７月５日から

施行） 

（佐世保市附属機関設置条例の一部改正） 

２ 佐世保市附属機関設置条例（平成８年条例第１８号）の一部を次のように改正する。 

（次のよう略） 

附 則（令和２年３月１９日条例第７号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

 

 



 

25 

 
○歯科口腔保健の推進に関する法律 

〔平成二十三年八月十日号外法律第九十五号〕 

〔厚生労働大臣署名〕 

歯科口腔保健の推進に関する法律をここに公布する。 

歯科口腔保健の推進に関する法律 

（目的） 

第一条 この法律は、口腔
く う

の健康が国民が健康で質の高い生活を営む上で基礎的かつ重要な役割を果たし

ているとともに、国民の日常生活における歯科疾患の予防に向けた取組が口腔の健康の保持に極めて

有効であることに鑑み、歯科疾患の予防等による口腔の健康の保持（以下「歯科口腔保健」とい

う。）の推進に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務等を明らかにするととも

に、歯科口腔保健の推進に関する施策の基本となる事項を定めること等により、歯科口腔保健の推進

に関する施策を総合的に推進し、もって国民保健の向上に寄与することを目的とする。 

（基本理念） 

第二条 歯科口腔保健の推進に関する施策は、次に掲げる事項を基本として行われなければならない。 

一 国民が、生涯にわたって日常生活において歯科疾患の予防に向けた取組を行うとともに、歯科疾患を

早期に発見し、早期に治療を受けることを促進すること。 

二 乳幼児期から高齢期までのそれぞれの時期における口腔とその機能の状態及び歯科疾患の特性に応じ

て、適切かつ効果的に歯科口腔保健を推進すること。 

三 保健、医療、社会福祉、労働衛生、教育その他の関連施策の有機的な連携を図りつつ、その関係者の

協力を得て、総合的に歯科口腔保健を推進すること。 

（国及び地方公共団体の責務） 

第三条 国は、前条の基本理念（次項において「基本理念」という。）にのっとり、歯科口腔保健の推進

に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。 

２ 地方公共団体は、基本理念にのっとり、歯科口腔保健の推進に関する施策に関し、国との連携を図り

つつ、その地域の状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。 

（歯科医師等の責務） 

第四条 歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士その他の歯科医療又は保健指導に係る業務（以下この条及び

第十五条第二項において「歯科医療等業務」という。）に従事する者は、歯科口腔保健（歯の機能の

回復によるものを含む。）に資するよう、医師その他歯科医療等業務に関連する業務に従事する者と

の緊密な連携を図りつつ、適切にその業務を行うとともに、国及び地方公共団体が歯科口腔保健の推

進に関して講ずる施策に協力するよう努めるものとする。 

（国民の健康の保持増進のために必要な事業を行う者の責務） 

第五条 法令に基づき国民の健康の保持増進のために必要な事業を行う者は、国及び地方公共団体が歯科

口腔保健の推進に関して講ずる施策に協力するよう努めるものとする。 
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（国民の責務） 

第六条 国民は、歯科口腔保健に関する正しい知識を持ち、生涯にわたって日常生活において自ら歯科疾

患の予防に向けた取組を行うとともに、定期的に歯科に係る検診（健康診査及び健康診断を含む。第

八条において同じ。）を受け、及び必要に応じて歯科保健指導を受けることにより、歯科口腔保健に

努めるものとする。 

（歯科口腔保健に関する知識等の普及啓発等） 

第七条 国及び地方公共団体は、国民が、歯科口腔保健に関する正しい知識を持つとともに、生涯にわた

って日常生活において歯科疾患の予防に向けた取組を行うことを促進するため、歯科口腔保健に関す

る知識及び歯科疾患の予防に向けた取組に関する普及啓発、歯科口腔保健に関する国民の意欲を高め

るための運動の促進その他の必要な施策を講ずるものとする。 

（定期的に歯科検診を受けること等の勧奨等） 

第八条 国及び地方公共団体は、国民が定期的に歯科に係る検診を受けること及び必要に応じて歯科保健

指導を受けること（以下この条及び次条において「定期的に歯科検診を受けること等」という。）を

促進するため、定期的に歯科検診を受けること等の勧奨その他の必要な施策を講ずるものとする。 

（障害者等が定期的に歯科検診を受けること等のための施策等） 

第九条 国及び地方公共団体は、障害者、介護を必要とする高齢者その他の者であって定期的に歯科検診

を受けること等又は歯科医療を受けることが困難なものが、定期的に歯科検診を受けること等又は歯

科医療を受けることができるようにするため、必要な施策を講ずるものとする。 

（歯科疾患の予防のための措置等） 

第十条 前三条に規定するもののほか、国及び地方公共団体は、個別的に又は公衆衛生の見地から行う歯

科疾患の効果的な予防のための措置その他の歯科口腔保健のための措置に関する施策を講ずるものと

する。 

（口腔の健康に関する調査及び研究の推進等） 

第十一条 国及び地方公共団体は、口腔の健康に関する実態の定期的な調査、口腔の状態が全身の健康に

及ぼす影響に関する研究、歯科疾患に係るより効果的な予防及び医療に関する研究その他の口腔の健

康に関する調査及び研究の推進並びにその成果の活用の促進のために必要な施策を講ずるものとす

る。 

（歯科口腔保健の推進に関する基本的事項の策定等） 

第十二条 厚生労働大臣は、第七条から前条までの規定により講ぜられる施策につき、それらの総合的な

実施のための方針、目標、計画その他の基本的事項を定めるものとする。 

２ 前項の基本的事項は、健康増進法（平成十四年法律第百三号）第七条第一項に規定する基本方針、地

域保健法（昭和二十二年法律第百一号）第四条第一項に規定する基本指針その他の法律の規定による

方針又は指針であって保健、医療又は福祉に関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなけれ

ばならない。 

３ 厚生労働大臣は、第一項の基本的事項を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関

係行政機関の長に協議するものとする。 
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４ 厚生労働大臣は、第一項の基本的事項を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表す

るものとする。 

第十三条 都道府県は、前条第一項の基本的事項を勘案して、かつ、地域の状況に応じて、当該都道府県

において第七条から第十一条までの規定により講ぜられる施策につき、それらの総合的な実施のため

の方針、目標、計画その他の基本的事項を定めるよう努めなければならない。 

２ 前項の基本的事項は、健康増進法第八条第一項に規定する都道府県健康増進計画その他の法律の規定

による計画であって保健、医療又は福祉に関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければ

ならない。 

（財政上の措置等） 

第十四条 国及び地方公共団体は、歯科口腔保健の推進に関する施策を実施するために必要な財政上の措

置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。 

（口腔保健支援センター） 

第十五条 都道府県、保健所を設置する市及び特別区は、口腔保健支援センターを設けることができる。 

２ 口腔保健支援センターは、第七条から第十一条までに規定する施策の実施のため、歯科医療等業務に

従事する者等に対する情報の提供、研修の実施その他の支援を行う機関とする。 

附 則 

この法律は、公布の日から施行する。 
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○長崎県歯・口腔
くう

の健康づくり推進条例 

平成２１年１２月２５日長崎県条例第７３号 

長崎県歯・口腔
くう

の健康づくり推進条例をここに公布する。 

長崎県歯・口腔
くう

の健康づくり推進条例 

（目的） 

第１条 この条例は、歯・口腔
くう

の健康づくりが糖尿病等の生活習慣病の対策をはじめとする県民の全身

の健康づくりに果たす役割の重要性にかんがみ、他県に比べ高い県民の歯科疾患の有病率の低下及び県

内における歯・口腔
くう

の健康に関する地域間等の格差の是正を図るため、県民の生涯にわたる歯・口腔
くう

の

健康づくりに関し、その基本理念を定め、県の責務及び市町、教育関係者、保健医療関係者、福祉関係

者、県民等の役割を明らかにし、並びに歯・口腔
くう

の健康づくりの推進に関する計画の策定について定め

ること等により、歯・口腔
くう

の健康づくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって県民の健康

増進及び県民の健康寿命の延伸に寄与することを目的とする。 

（令２条例５５・一部改正） 

（基本理念） 

第２条 歯・口腔
くう

の健康づくりは、すべての県民が生涯を通じて、自らむし歯、歯周疾患等の予防及び

口腔
くう

機能の向上に取り組むとともに、適切な時期に必要な歯科口腔
くう

保健サービス、医療等を受けること

ができる環境が整備されることを基本理念として行われなければならない。 

（令２条例５５・一部改正） 

（県の責務） 

第３条 県は、前条に規定する基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、本県の特性に応じた

歯・口腔
くう

の健康づくりの推進に関する施策を総合的かつ計画的に策定し、及び実施する責務を有する。 

（市町の役割） 

第４条 市町は、基本理念を踏まえ、歯科口腔
くう

保健の推進に関する法律（平成２３年法律第９５号。以

下「歯科口腔
くう

保健法」という。）、健康増進法（平成１４年法律第１０３号）、母子保健法（昭和４０年法

律第１４１号）等の歯・口腔
くう

の健康づくりに関する法令の規定に基づく歯・口腔
くう

の健康づくりに関する

施策を継続的かつ効果的に推進するよう努めるものとする。 

（令２条例５５・一部改正） 

（教育関係者、保健医療関係者、福祉関係者等の役割） 

第５条 教育関係者、保健医療関係者、福祉関係者等（以下「教育関係者等」という。）は、基本理念に

のっとり、県民の歯・口腔
くう

の健康づくりの推進並びに他の者が行う歯・口腔
くう

の健康づくりに関する活動

との連携及び協力を図るよう努めるものとする。 

２ 教育関係者等は、前項の目的を達成するため、県民の歯・口腔
くう

の健康づくりを支援するための研修
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等を実施するよう努めるものとする。 

（事業者及び保険者の役割） 

第６条 事業者は、基本理念にのっとり、県内の事業所で雇用する労働者の歯科健診（健康診査又は健

康診断において実施する歯科に関する健診を含む。）及び歯科保健指導（以下「歯科健診等」という。）

の機会の確保その他の歯・口腔
くう

の健康づくりに関する取組を推進するよう努めるものとする。 

２ 保険者は、基本理念にのっとり、県内の被保険者及びその被扶養者の歯科健診等の機会の確保その

他の歯・口腔
くう

の健康づくりに関する取組を推進するよう努めるものとする。 

（令２条例５５・一部改正） 

（県民の役割） 

第７条 県民は、歯・口腔
くう

の健康づくりに関する知識を持ち、更に理解を深めるよう努めるものとする。 

２ 県民は、県及び市町が実施する歯・口腔
くう

の健康づくりに関する施策を活用すること、かかりつけ歯

科医の支援を受けること等により、自ら歯・口腔
くう

の健康づくりに取り組むよう努めるものとする。 

（長崎県歯・口腔
くう

の健康づくり推進計画） 

第８条 県は、県民の生涯にわたる歯・口腔
くう

の健康づくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進する

ため、歯科口腔
くう

保健法第１３条第１項に規定する計画として、歯・口腔
くう

の健康づくりに関する基本的な

計画（以下「長崎県歯・口腔
くう

の健康づくり推進計画」という。）を定めるものとする。 

２ 県は、長崎県歯・口腔
くう

の健康づくり推進計画を定めようとするときは、あらかじめ歯・口腔
くう

の健康

づくりに関する学識経験者の意見を聴くとともに、県民、市町その他歯・口腔
くう

の健康づくりに係る活動

を行う関係者の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならない。 

３ 長崎県歯・口腔
くう

の健康づくり推進計画の策定に当たっては、歯科口腔
くう

保健法第１２条に規定する歯

科口腔
くう

保健の推進に関する基本的事項を勘案し、健康増進法に基づく健康増進計画、医療法（昭和２３

年法律第２０５号）に基づく医療計画、介護保険法（平成９年法律第１２３号）に基づく介護保険事業

支援計画その他の県が策定する歯・口腔
くう

の健康づくりに関する計画との調和及び連携に努めるとともに、

離島、へき地及び中山間地域の地域性及び特殊性に配慮するものとする。 

４ 県は、長崎県歯・口腔
くう

の健康づくり推進計画を定めたときは、速やかに、これを県民に公表しなけ

ればならない。 

５ 長崎県歯・口腔
くう

の健康づくり推進計画は、歯・口腔
くう

の健康づくりに関する施策の進捗状況等を踏ま

え、必要に応じて見直すものとする。 

６ 第２項から第４項までの規定は、長崎県歯・口腔
くう

の健康づくり推進計画の変更について準用する。 

（令２条例５５・一部改正） 

（市町歯・口腔
くう

の健康づくり推進計画） 

第９条 市町は、当該市町の実情に応じた歯・口腔
くう

の健康づくりに関する施策をより継続的かつ効果的
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に推進するため、長崎県歯・口腔
くう

の健康づくり推進計画の内容を踏まえ、当該区域における歯・口腔
くう

の

健康づくりに関する基本的な計画（以下「市町歯・口腔
くう

の健康づくり推進計画」という。）を定めるよう

努めるものとする。 

２ 県は、市町が市町歯・口腔
くう

の健康づくり推進計画を定めようとする場合には、当該市町の求めに応

じ、適切な情報の提供及び専門的又は技術的な助言を行うものとする。 

３ 県は、前項に定めるもののほか、市町歯・口腔
くう

の健康づくり推進計画の策定状況等市町における歯・

口腔
くう

の健康づくりに関する施策の実施状況を勘案した上で、市町に対して必要な支援を行うよう努める

ものとする。 

（基本的施策の実施） 

第１０条 知事又は県教育委員会は、県民の歯・口腔
くう

の健康づくりを推進するための基本的施策として、

次に掲げる事項を実施するものとする。 

（１） 県民の歯・口腔
くう

の健康づくりの推進に資する情報の収集及び提供並びに教育関係者等との連携

体制の構築に関すること。 

（２） 市町長又は市町教育委員会が行う効果的なむし歯予防対策、妊産婦及びその配偶者（婚姻の届

けをしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。）並びに乳幼児に対する歯科保健事

業、学校歯科保健事業等を通じた県民の生涯にわたる歯科健診を含めた効果的な歯・口腔
くう

の疾患の予防

及び健康づくりに関する施策の促進に関すること。 

（３） 第８条第２項の関係者が行う歯・口腔
くう

の健康づくりに関する取組の促進に関すること。 

（４） 歯科、医科、薬科及び多職種との適切な連携（歯科、医科、薬科及び多職種に係る医療機関、

教育機関その他の関係者における相互の適切な連携をいう。）による歯・口腔
くう

の健康づくりに関する取

組、細菌性又はウイルス性の疾患の予防という観点から、糖尿病を主とした全身疾患及び歯科疾患が関

係する取組並びに周術期における口腔
くう

機能管理の適切な実施のための連携体制構築の推進に関するこ

と。 

（５） 県民が定期的に歯科健診を受けることの勧奨その他必要な施策に関すること。 

（６） スポーツ、労働等によって生じる歯・口腔
くう

に関する外傷及び障害等の防止並びにこれらの軽減

を図るための対策の推進に関すること。 

（７） 成人期（学生を含む。）における歯周病の予防対策の推進に関すること。 

（８） 医療的ケア児、医療的ケア者、障害児、障害者、要介護者等に対する適切な口腔
くう

健康管理に係

る施策の推進に関すること。 

（９） 高齢者がフレイル状態（加齢に伴う予備能力低下のため、ストレスに対する回復力が低下した

状態をいう。）になることを予防するため、オーラルフレイル対策（心身の機能の低下につながる口腔
くう

機

能の虚弱な状態を早期に把握し、及び回復させ、並びに当該状態になることを未然に防ぐための取組を
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いう。）に係る施策の推進に関すること。 

（１０）児童虐待、高齢者虐待、障害者虐待等の早期発見に資する歯科医療機関等との連携及び関係者

の資質向上に関すること。 

（１１）災害発生時及び感染症まん延時における歯科保健医療等の提供体制の確保及び資質の向上に関

する施策の推進に関すること。 

（１２）歯科衛生士をはじめとする歯・口腔
くう

の健康づくりの推進に従事する者の確保、養成及び資質の

向上に関する施策の推進に関すること。 

（１３）歯・口腔
くう

の健康づくりの効果的な実施に資する調査研究の推進に関すること。 

（１４）前各号に掲げるもののほか、歯・口腔
くう

の健康づくりを推進するために必要な施策の推進に関す

ること。 

２ 県は、前項各号に掲げる基本的施策を実施するため、市町、事業者、保険者、学校等が行う歯・口

腔
くう

の健康づくりに関する活動に対し、その設置する保健所による広域的又は専門的な見地からの情報の

提供、助言等を行うものとする。 

（令２条例５５・一部改正） 

（効果的な歯・口腔
くう

の健康づくり対策の促進等） 

第１１条 県は、幼児、児童及び生徒に係る歯・口腔
くう

の健康づくりの推進を図るため、学校等における

フッ化物洗口の普及その他の効果的な歯・口腔
くう

の健康づくり対策の促進に必要な措置を講ずるものとす

る。 

２ 知事又は県教育委員会は、保育所、幼稚園、認定こども園、小学校、中学校等においてフッ化物洗

口等のフッ化物を用いた歯・口腔
くう

の健康づくりに関する取組が実施される場合は、各実施主体に対し、

学校保健安全法（昭和３３年法律第５６号）第５条に規定する学校保健計画又はそれに準じた計画に位

置付け実施すること等その的確な実施のための必要な助言を行うものとする。 

（令２条例５５・一部改正） 

（歯と口の健康週間） 

第１２条 県民の間に広く歯・口腔
くう

の健康づくりについての関心と理解を深め、県民が積極的に歯科疾

患を予防する意欲を高めるため、歯と口の健康週間を設ける。 

２ 歯と口の健康週間は、６月４日から同月１０日までとする。 

３ 県は、市町と連携し、歯と口の健康週間の趣旨にふさわしい事業を実施するよう努めるものとする。 

（令２条例５５・一部改正） 

（県民歯科疾患実態調査等） 

第１３条 知事は、県民の歯・口腔
くう

の健康づくりの総合的な推進を図るための基礎資料とするため、国

が実施する歯科疾患実態調査時に合わせて、県民の歯科疾患等の実態についての調査（以下「県民歯科
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疾患実態調査」という。）を行うものとする。 

２ 知事及び県教育委員会は、県民の幼児期からの歯・口腔
くう

の健康づくりを効果的に推進するため幼児、

児童及び生徒のむし歯及び歯周疾患の罹
り

患状況等について、毎年調査を実施するものとする。 

３ 県民歯科疾患実態調査及び前項の調査は、その結果を公表するものとする。 

（令２条例５５・一部改正） 

（財政上の措置） 

第１４条 県は、歯・口腔
くう

の健康づくりに関する施策を推進するため、予算の範囲内で必要な財政上の

措置を講ずるよう努めるものとする。 

附 則 

この条例は、平成２２年６月４日から施行する。 

附 則（令和２年１２月２５日条例第５５号） 

この条例は、公布の日から施行する。 
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基本的な方針 目標 指標 データソース 

口腔の健康の保持・

増進に関する 

健康格差の減少 

歯・口腔に関する 

健康格差の縮小 

①３歳児で４本以上のむし歯のな

い者の割合 

3歳児健康診査 

②12 歳児でむし歯のない者の割

合が 90％以上 

佐世保市学校歯科

健診 

③40 歳以上における自分の歯が

19本以下の者の割合（60歳代ま

での各年代で抽出） 

要検討 

歯科疾患の予防 

未処置のむし歯を

有する者の減少 

④20 歳以上における未処置歯を

有する者の割合（60 歳代までの

各年代で抽出） 

要検討 

根面むし歯を有す

る者の減少 

⑤60 歳以上における根面むし歯

を有する者の割合（60 歳代の年

代で抽出） 

要検討 

歯肉に炎症所見を

有する者の減少 

⑥中学生・高校生における歯肉に

炎症所見を有する者の割合 
学校保健統計調査 

⑦20 歳代から 30 歳代における

歯肉に炎症所見を有する者の割

合 

要検討 

歯周病を有する者

の減少 

⑧40 歳以上における歯周炎を有

する者の割合（60 歳代までの各

年代で抽出） 

要検討 

より多くの自分の

歯を有する 

高齢者の増加 

⑨80歳で 20本以上の自分の歯

を有する者の割合 

長崎県後期高齢者

広域連合「お口い

きいき」健康支援

事業 

生活の質の向上に 

向けた口腔機能の 

維持・向上 

よく噛んで食べるこ

とができる者の増

加 

⑩50 歳以上における咀嚼良好者

の割合（60 歳代までの各年代で

抽出） 

特定健診問診「何

でもかんで食べる

ことができる」 

第２次「佐世保市歯・口腔の健康づくり推進計画」指標（案） 
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定期的に歯科健診 

または歯科医療を 

受けることが困難 

な者に対する歯科 

口腔保健 

障がい者（児）の歯

科口腔保健の推進 

⑪障がい者（児）支援施設（施設入

所支援）での過去１年間の歯科健

診実施率 

市内対象施設へ

のアンケート調査 

⑫居宅系サービスを利用している

障がい者（児）の過去１年間の歯

科健診受診率・歯科受診率 

勘案事項整理表

（居宅サービス書

式）より 

要介護高齢者の歯

科口腔保健の推進 

⑬介護老人福祉施設、介護医療院

及び介護老人保健施設での過去１

年間の歯科健診実施率 

市内対象施設へ

のアンケート調査 

75歳以上の独居高

齢者の歯科口腔保

健の推進 

⑭75 歳以上の独居高齢者の過

去１年間の歯科健診・歯科受診者

数 

75 歳以上の独居

高齢者訪問時に

聞き取りなどで把

握 

歯科口腔保健を 

推進するために 

必要な社会環境の 

整備 

歯科健診の受診者

の増加 

⑮過去１年間に歯科健診を受診し

た者の割合 

佐世保市民の健康

に関する調査 

むし歯予防の推進

体制の整備 

⑯乳幼児施設、小中学校における

フッ化物洗口実施施設 

乳幼児施設、市立

小中学校に 

おける実施施設 

 


